
【外来栄養食事指導料】 

問 65 区分番号「Ｂ００１」の「９」外来栄養食事指導料の注２の外来化学療

法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、指導時間の決

まりはあるのか。 

（答）注２については、月２回以上の指導を行った場合を評価するものであり、

指導時間は定めていない。ただし、指導内容の要点及び指導時間を栄養指導記

録に記載すること。 

問 66 区分番号「Ｂ００１」の「９」外来栄養食事指導料の注２の外来化学療

法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができ

た場合は、注 1を算定できるのか。 

（答）注１の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注

１と注２の両方を算定することはできない。 

問 67 区分番号「Ｂ００１」の「９」外来栄養食事指導料の注３の電話又は情

報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場

合も算定が可能か。 

（答）メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメー

ルで送付することは差し支えない。
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